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首都高速神奈llltt AロランプBJ神奈‖I線距離・斜霊リスト

路線名 Aロランプ名 距離(羽田】斜霊(羽口〕同額出ロ lE離(潜岸環ハ: ‖霊(湾岸環ハ | 同額出ロ 備者

:号横羽線 六師 :.5km 500 平和島 :.5km 500 空港中央

:号横羽線 浅田 22.9km 800 22.lkm 800 空港中央

:号横羽線 預lll崎 5.3km 500 5.3km 500 空港中央

:号麟羽線 生麦 3a3km 900 29.5km 900
l号横羽線 汐A 8.2km 600 8.2km 600 空港中央

:暑横羽線 子寄 :24km 700 平和島 124km 700 空港中央

f号横羽線 東神奈川 :4.6km 700 :46km 700 空港中央

:号横羽線 横浜駅東ロ 24.2km 900 234km 800 空港中央

:号横羽線 みなとみらい 174km 700 22.7km 800 大丼南

1号横羽線 横浜公園 19.8km 800 平和島 2a3km 800 空港中央

2号三ツ沢錯 横預駅西日 16.5km 700 :6.5km 700 空港中央

2号三ツ沢縮 三ツ沢 17.7km 700 :7.7km 700 空港中央

2号三ツ沢締 第二京漬・横預新道 18.2km 800 平和島 :8.2km 800 空港中央

3号狩場線 新出下 :9.3km 800 平和島 18.5km 800 空港中央

3号狩場線 石川町 20.5km 800 19。7km 800 空港中央

3号狩場線 花之ホ 24。 lkm 900 234km 800 空港中央

3号狩場線 永田 25.8km 900 25。 lkm 900
3号狩場線 臓横道路・保土ヶ谷BP 28.lkm 900 27.4km 900
湾岸線 横麟道路(霊沢支線) 32.6km 900 3:.8km 900
湾岸線 華浦 3f.7km 900 3a9km 900
湾岸線 形田 28.6km 900 27.8km 900
湾岸線 磁子 26.5km 900 25。7km 900
潜岸線 ホ牧J31頭 :8.3km 800 平和島 :7.5km 700 空港中央

潜岸線 六黒J31頭 :5.2km 700 144km 700 空港中央

湾岸線 東扇島 23.2km 800 64km 600 空港中央

潜岸線 浮島 27.3km 900 2.3km 500 空港中央

湾岸線 川崎博島

“

T 27.3km 900 2.3km 3∞ 空港中央 卜療結割ヨl

6号川崎線 殿町 30。8km 900 5。8km 500 空港中央

*素結割1::会社間素結割ヨl(アクアライン⇒首都高速)

[り後の日程]

1日 17日 018日 11:00～ 顔開き支
=1会

:支

=暉
務所

料 当日の飛び入り参lnt歓迎します。

2日28日

3日 8日

5日 1日

6日中旬

7日中～下旬

10::5～ 401上部薔圧

不当解雇裁判 第8回 最終丼論

:東京地方裁判所 6:9号法延

自交総連中央行動 :日日治公園

メニデー :代々庶公園

ボウリング大会(南部)田町ハイレーン

地奥網大会(南部):鵠沼海岸
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社
長
交
代
の
意
味
は
…
Ｐ

一
営
業
所
に
２
人
の
役
員
は
必
要
か
…
Ｐ

デ
リ
タ
」
賀
常

識
的

・
客
観
的
に
考
え

て
み
て
も

『
社
長
』
は

一
人
で
十
分
な
の
で
は

な
い
で
し
よ
う
か
…
Ｐ

会
社
は
何
か
に
つ
け

て

「
こ
の
ま
ま
だ
と
倒

産
し
て
し
ま
う
…
。
」

２
０
０
９
年

４
月

に
分
社
化
し
て
か
ら

２
年
半
が
経
過
し
ま

し
た
。

こ
の
間
、

「
低
営

収

（歩
合
給
未
発
生
）

者

」

に

対

し

て

、

「営
業
教
育
」
と
称

す
る
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス

メ
ン
ト
や
、
出
番
数

制
限

。
課
長

（係
長
）

面
接
が
行
わ
れ
た
り

と
、
多
く

の
乗
務
員

が
会
社

か
ら

の
嫌
が

ら
せ
に
遭

っ
て
き
ま

し
た
。

そ
も
そ
も
、
大
多

数

の
乗
務
員
が
、
好

き
好
ん
で
低
営
収
に

甘
ん
じ
て
い
る
訳
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

「事
業
許
可
取
消
」

に
よ
る
風
評
被
害

ｏ

「自
主
規
制
」
に
よ

る
営
業

エ
リ
ア
制
限

・

「
グ

ル
ー
プ
会
社
拡

大
」
に
よ
る
ｈ
ブ
ラ

ン
ド
車
輌
増
加

に
伴

う
、
社
内
乗
務
員
同
士

の
顧
客
の
奪
い
合
い
等

に
即
み

リ
ー
マ
ン
シ
ヨ
ツ

ク
後
の
景
気
低
迷
や
東

日
本
大
震
災
等
、
社
内

要
因

。
景
気
要
因
共
に
、

営
収
増
に
つ
な
が
る
要

素
は

一
つ
も
あ
り
ま
せ

ん
。そ

ん
な
中
で
会
社
は
、

「低
営
収
者
」
に
は
、

「会
社
か
ら
の

『
持
出

し
』
で
給
料
を
支
払

っ

て
い
る
。
」
と
い
旦
言

い
方
を
し
ま
す
。

で
も
よ
く
考
え
て
み

て
く
だ
さ
い
。

「
ｋｍ
東
西
南
北

・
東

雲
」

の
内
、

「
東

南
北

。
東
雲
」
の

四
社
に
於

い
て
は

一
社

一
営
業
所
で

す
。つ

ま
り
営
業

所

毎

に
社
長
が

い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

果
た

し
て
こ

の
会

社

に
は
、

そ
ん
な

に

『
社
長
』
は
必
要
な

の
で
し
ょ
う
か
…
Ｐ

乗
務
員
が
営
収
減

・

収
入
減
に
喘
ぎ
、

「低

営
収
者
」
も

「低
営
収
」

な
り
に
営
収
を
上
げ
て

い
る
中
で
い
会
社
も
当

然

「経
費
削
減
」
と
い

う

『
経
営
努
力
』
が
求

め
ら
れ
て
い
る
時
期
に
、

一
営
業
所
に

『
社
長
』

に
加
え
て

『
会
長
』
の

ポ
ス
ト
ま
で
増
設
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

し
よ
う
か
…
Ｐ

そ
も
そ
も
、
分
社
化

し
た

『
メ
リ
ッ
ト
』
は

一
体
何
だ
っ
た
の
で
し
よ

村
上
静
香
氏
の
不
当

解
雇
裁
判
の
、
第
７
回

証
人
尋
間
が
、
東
京
地

方
裁
判
所

６‐９
号
法
廷

で
‐２
月
１３
日
に
行
わ
れ

ま
し
た
。

第
６
回
ま
で
の
口
頭

弁
論
で
は
、
毎
回
、
双

方
の
弁
護
士
に
よ
る
書

類
の
や
り
取
り
が
主
体

で
、
ド
ラ
マ
の
よ
う
な

裁
判
シ
ー
ン
と
は
程
遠

い
も
の
で
し
た
が
、
今

回
は
そ
れ
ぞ
れ
の
弁
護

士
に
よ
る

「主
尋
問
」

と
、
相
手
側
弁
護
士
に

よ
る

「反
対
尋
問
」
が

裁
判
前
提
の
役
員
人
事
疑
惑
…
Ｐ

村
上
静
香
不
当
解
雇
裁
判
経
過
報
告
Ｈ

つゝ
か
…
Ｐ

「
』
東
西
南
北

・
東

雲
」
プ
ラ
ス

「ホ
ー
ル

と
言

っ
て
、
我
々
社
員

の
不
安
を
煽
り
な
が
ら
、

『
営
収
増
』

『
サ
ー
ビ

ス
の
質
の
向
上
』
を
求

め
て
き
ま
す
。

我
々
社
員
に
求
め
る

『
業
務
内
容
』
と
、
同

等
以
上
の

『経
営
努
力
』

が
な
さ
れ
る
べ
き
で
、

「低
営
収
」
批
判
の
前

に
、
無
駄
な

「経
費
削

行
わ
れ
ま
し
た
。

第
６
回
ま
で
の
被
告

は

「池
谷
社
長
」
で
し

た
が
、
第
７
回
の
被
告

は
急
速

「岡
本
社
長
」

に
変
更
と
な
り
ま
し
た
。

当
然

「被
告
側
証
△

と
し
て
尋
問
予
定
だ

っ

た

「岡
本
課
長
」
は
、

「被
告
本
人
」
と
し
て

尋
間
を
受
け
ま
し
た
。

こ
こ
で
、

「証
人
」

と

「本
人
」
の
違
い
に

つ
い
て
触
れ
ま
す
が
、

「証
人
」
が

「偽
証
」

を
す
る
と
、

「
３
か
月

以
上
１０
年
以
下
の
懲
賀

減
」
が
行
わ
れ
な
け
れ

ば
、
誰
も

「営
業
努
力
」

す
る
気
に
は
な
り
ま
せ

ん
。
　
　
　
（支
部
長
）

を
科
せ
ら
れ
ま
す
が
、

「
本
人
」

の
場
合

は

「１０
万
円
以
下
の
過
料
」

の
み
で
す
。

逆

に
考
え
れ
ば
、

「
１０
万
円
支
払
う
」
覚

悟
さ
え
あ
れ
ば
、
嘘
で

も
何
で
も
言
え
る
と
い

う
こ
と
で
す
。

裁
判
を
通
し
た
視
点

で
、
今
回
の
社
長
人
事

を
考
え
て
み
ま
す
と
、

６
月

の
株
主
総
会

で

「役
員
人
事
」
が
決
定

し
た
上
で
、

「池
谷
社

長
」
の
体
調
問
題
で
も

な
く
、
こ
の
時
期
に
急

邊
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
理
由
も
な
い
ま
ま

に
、
強
行
さ
れ
た
理
由

が
見
え
て
き
ま
す
。

公
判
前

２
日
で

の

「人
事
異
動
」
の
不
自

然
さ
や
、

「岡
本
社
長
」

の
新
証
言
で
、

「懲
戒

委
員
会
は
４
月
１４
日
の

出
勤
停
止
に
対
し
て
行

わ
れ
た
。
」
と
の
主
張

は
、
果
た
し
て
裁
判
官

に
ど
の
よ
う
に
評
価
さ

れ
る
の
か
…
Ｐ
今
後
の

展
開
か
ら
、
ま
す
ま
す

目
が
離
せ
ま
せ
ん
。

今
後
の
日
程
は
２
月

２８
日
に
口
頭
弁
論
が
予

定
さ
れ
、

「最
終
準
備

書
面
」
の
提
出
が
行
わ

れ
ま
す
。

「証
人
尋
脚

を
踏
ま
え
て
、
双
方
の

最
後
の
主
張
が
行
わ
れ

ま
す
。

ま
だ
期
日
は
確
定
し

て
い
ま
せ
ん
が
、
恐
ら

く
次
々
回

（４
月
中
旬

・

連
体
前
）
が
、
判
決
に

な
る
の
で
は
な
い
で
し
よ

ンつ
か
…
ｐ
¨

「解
雇
は
妥
当
か
否

か
…
Ｐ
」
司
法
の
判
断

が
下
り
ま
す
。


